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品種登録の要件

– 品種登録出願の前に国内外の公然知られた他の品種と重要な形質（形状、⾊、
耐病性等）に係る特性（丸い、⾚い、有り等）の全部⼜は⼀部によって明確に区
別できること。

– 同⼀世代でその重要な形質に係る特性の全部が⼗分類似していること（播いた種
⼦から同じものができる。）。

– 繁殖後も重要な形質に係る特性の全部が安定していること（何世代増殖を繰り返
しても同じものができる。）。

– ⽇本国内において出願⽇から１年遡った⽇（外国においては、⽇本での出願⽇から
４年（果樹等の永年性植物は６年）遡った⽇）より前に出願品種の種苗や収穫
物を業として譲渡していないこと。

– 品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと等。

④未譲渡性（Novelty）

⑤名称の適切性（Suitability of denomination）

③安定性（Stability）

②均一性（Uniformity）

①区別性（Distinctness）
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ＤＵＳの審査

区別性︓既存品種と重要な形質で明確に区別できること

均⼀性︓同⼀世代で特性が⼗分均⼀であること 安定性︓繰り返し繁殖させた後も特性が安定
していること

出願品種 既存品種

【形態的特性調査のイメージ】（草丈、葉⾊、花⾊等の⽐較） 【⽣理⽣態的特性調査のイメージ】（病害抵抗性等の⽐較）

出願品種
（抵抗性あり）

既存品種
（抵抗性なし）

出願品種

異型

異型株

異型株

繁殖

繁殖

出願品種

【均⼀性調査のイメージ】（異型株の発⽣の有無の確認） 【安定性の調査のイメージ】（異型株の発⽣の有無の確認）
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審査基準（特性表）の例（チューリップ）①

G：グループ分けに使用する形質、(*)：必須形質、QL：質的形質、QN：量的形質、PQ：疑似の質的形質、 (+) ：説明図等が示されている形質

形
質
番
号

Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｖ

記
号

形 質
(Characteristics)

定 義
調査
方法

階

級

状 態
(State) 標準品種

(Ex.Var.) 備考
（日本語） (English) (日本語) (English)

1 1
(*) QN 草丈 Plant: height 開花時草丈(自然高) 測定

㎝

1
3
5
7
9

極低
低
中
高
極高

very short
short
medium
tall
very tall

Ile de France

2 2
(*) QL 花の数 Stem: number of flowers 茎当たりの着花数 観察

1
2

1
2以上

one
more than one

3 3
(*) QL 茎のアントシアニン

着色の有無
Stem: anthocyanin coloration 茎のアントシアニンによ

る着色の有無
観察

1
9

無
有

absent
present

4 4
(*) QL 茎のアントシアニン

着色の部位
Stem: position of 
anthocyanin coloration

茎のアントシアニンによ
る着色の部位

観察
1
2

末端部のみ
全体

distal part only
whole stem

5 5
(*) PQ 葉の形 Leaf: shape 株の第一葉の形 観察

1
2
3
4
5
6
7

線形
狭だ円形
だ円形
広だ円形
狭卵形
卵形
広卵形

linear
narrow elliptic
medium elliptic
broad elliptic
narrow ovate
medium ovate
broad ovate

6 6
(*) QL 葉の斑の有無 Leaf: variegation 葉の斑の有無 観察

1
9

無
有

absent
present

Pink Impression
T. preastans Unicum

7 7
(*) PQ 葉の斑の分布

Leaf: distribution of 
variegation 葉の斑の分布 観察

1
2
3
4
5

糸覆輪
覆輪
点
点と縞
縞

on margin
marginal zone
dots
dots and stripes
stripes

8 8
(*) PQ 葉の斑の色 Leaf: color of variegation 葉の斑の色 観察

1
2
3
4
5
6

白
黄緑
黄
桃
赤
紫

white
yellow green
yellow
pink
red
purple

9 9
(*) QL 葉の周縁の波打ちの

有無
Leaf: undulation of margin 葉の周縁の波打ちの有無 観察

1
9

無
有

absent
present

10 10
(*)

QL
(+)
G

花型 Flower: type 花の一重または八重の別
観察

1
2

一重
八重

single
double

Pink Impression
Monte Carlo

11 11
(*) QN 花の長さ Flower: length 開花当日の花冠の長さ

測定
㎜

1
3
5
7
9

極短
短
中
長
極長

very short
short
medium
long
very long

Pink Impression
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審査基準（特性表）の例（チューリップ）②
形
質
番
号

Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｖ

記
号

形 質
(Characteristics)

定 義
調査
方法

階

級

状 態
(State) 標準品種

(Ex.Var.) 備考
（日本語） (English) (日本語) (English)

12 12
(*)

PQ
(+)

花の形（一重品種に
限る。）

Only single flower type 
varieties: 
Flower: shape

一重品種における花の形 観察
1
2
3

だ円形
卵形
ユリ形

ellipsoid
ovoid
lily flower

13 13
(*)

PQ
G 花の主な色 Flower: main color 花被片表面の主な色 測定

RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄの色票
番号による

RHS Colour Chart
(indicate reference

number)

14 14
(*) QL 花被片の外側の色数

Flower: number of colors 
on outer side 花被片外側の色数 観察

1
2
3

1
2
3以上

one
two
three or more

15 15
(*) PQ 花被片の外側の二次

色の分布

Only varieties with more 
than one color on outer 
side: 
Flower: distribution of
secondary color on outer
side

花被片外側の二次的な色
の分布

観察

1
2
3
4
5

糸覆輪
覆輪
炎状
ぼかし状
基部

on margin
marginal zone
flamed
flushed
at base

16 16 PQ 花被片の外側の二次
色

Only varieties with more 
than one color on outer 
side: 
Flower: secondary color 
on outer side

花被片外側の二次的な色 測定
RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄの色票
番号による

RHS Colour Chart
(indicate reference 

number)

17 17
(*)

QL
G 花のフリンジの有無 Flower: fringe 花被片のフリンジの有無 観察

1
9

無
有

absent
present

18 18
(*) QN 花のフリンジ強弱

Flower: conspicuousness 
of fringe 花被片のフリンジの強弱 観察

1
2
3

弱
中
強

weak
intermediate
strong

19 19
(*) PQ 花のフリンジの位置

Flower: position of
Fringe on tepals 花被片のフリンジの位置 観察

1
2
3

先端のみ
全周縁
不規則

top only
all over margin
irregular

20 20
(*)

PQ
G 外花被の先端の形

Flower: shape of tip of 
outer tepal 外花被片の先端の形 観察

1
2
3
4

鋭尖形
鋭形
円形
凹形

acuminate
acute
rounded
emarginate

21 21
(*)

PQ
G

内花被の外側中央部
の主な色

Flower: main color of 
central part of outer side
of inner tepal

内花被片の外側中央部の
主な色

測定
RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄの色票
番号による

RHS  Colour Chart
(indicate reference 

number)

22 22
(*)

PQ
G

内花被の外側周辺部
の主な色

Flower: main color of 
marginal part of outer 
side of inner tepal

内花被片の外側周辺部の
主な色

測定
RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄの色票
番号による

RHS Colour Chart
(indicate reference 

number)

23 23
(*) PQ 内花被の内側中央部

の主な色

Flower: main color of 
central part of inner side
of inner tepal

内花被片の内側中央部の
主な色

測定
RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄの色票
番号による

RHS  Colour Chart
(indicate reference 

number) 5G：グループ分けに使用する形質、(*)：必須形質、QL：質的形質、QN：量的形質、PQ：疑似の質的形質、(+)：説明図等が示されている形質



審査基準（特性表）の例（チューリップ）③
形
質
番
号

Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｖ

記
号

形 質
(Characteristics)

定 義
調査
方法

階

級

状 態
(State) 標準品種

(Ex.Var.) 備考
（日本語） (English) (日本語) (English)

24 24
(*) PQ 内花被の内側周辺部

の主な色

Flower: main color of 
marginal part of inner 
side of inner tepal

内花被片の内側周辺部の
主な色

測定
RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄの色票
番号による

RHS  Colour Chart
(indicate reference 

number)

25 25
(*)

PQ
(+)

花被片の内側の斑の
主な色

Flower: main color of 
macule on inner side

花被片の内側の斑の主な
色

測定
RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄの色票
番号による

RHS  Colour Chart
(indicate reference 

number)

26 26
(*) QL 花の斑と境界の色の

違いの有無
Flower: different color of 
border of macule

花被片の斑の境界に斑と
異なる色の存在の有無

観察
1
9

無
有

absent
present

27 27
(*) QL 花糸の色数

Stamens: number of 
colors of filament 花糸の色数 観察

1
2

1
2

one
two

28 28 PQ 花糸の下部の色
Stamens: color of basal 
half of filament 花糸の下部の主な色 観察

1
2
3
4
5
6
7

白
淡黄
黄
濃黄
紫
青
黒

white
light yellow
medium yellow
dark yellow
purple
blue
black

29 29 PQ 花糸の上部の色
Stamens: color of distal 
half of filament 花糸の上部の主な色 観察

1
2
3
4
5
6
7

白
淡黄
黄
濃黄
紫
青
黒

white
light yellow
medium yellow
dark yellow
purple
blue
black

30 30
(*) PQ 花粉の色 Stamens: color of pollen 花粉の主な色 観察

1
2
3

4

緑
黄
黄と紫又は黒
紫又は黒

greenish
yellow
yellow and purple
or black
purple or black

31 31
(*)

QN
G 開花始期

Plant: beginning of 
flowering (natural 
conditions)

自然条件下における開花
開始期

観察

1
3
5
7
9

極早生
早生
中生
晩生
最晩生

very early
early
medium
late
very late

6G：グループ分けに使用する形質、(*)：必須形質、QL：質的形質、QN：量的形質、PQ：疑似の質的形質、(+)：説明図等が示されている形質



交雑品種（F1品種、⼀代雑種、ハイブリッド品種、交配種）とは
○異なる品種を掛け合わせて得られた「雑種」（ハイブリッド︔hybrid）の第⼀世代（first filial generation︓Ｆ１世代）は、
雑種強勢という現象により、その⼀代に限り、両親より優れ均⼀な性質を⽰すことが知られている。この仕組みを利⽤した品種
を「交雑品種」、「⼀代雑種」、「ハイブリッド品種」、「交配種」、 「Ｆ１品種」等と呼称している。

○現在流通しているほとんどの野菜類は交雑品種であるため、⾼品質で、均質な収穫物が得られる⼀⽅で、交雑品種の種⼦
（雑種第⼀代、Ｆ１種⼦）を⼊⼿し、そこから栽培した上で採種して雑種第⼆代（Ｆ２）の種⼦を得たとしても、その性
質は雑種第⼀代（Ｆ１）とは異なり不均⼀となるため、通常の営農上、有意な再⽣産は不可能となる。

種⼦

種⼦

他の品種の交配を
⾏わない限り同じ
性質の収穫物を
何度も得ることがで
きる種⼦

種⼦

種⼦

農業者に
販売

種⼦

収穫物の⼀
部から採種

優良で均⼀な性質
F1世代から種採りをしても第⼆世代(F2)

はバラバラな性質で使えない

【交雑品種（F1品種）の栽培イメージ】

親品種①

親品種②

交配
（掛け合わせ）

種
苗
業
者
段
階

収穫物（F1世代）

種
苗
業
者
段
階

農業者に販売

農業者段階

農業者段階

収穫物

○固定品種は物理的に種⼦の流出防⽌を⾏うことが
困難であるため、無断栽培防⽌のためには、品種登
録を⾏い、法制度による育成者権の保護が必要。

○F1品種は、栽培特性上、種苗業者段階で親品種の
種⼦を厳重に保管することで、品種の流出を防⽌する
ことが可能であるため、特に交雑品種が多い野菜では
品種登録が⾏われないことが多い。

【固定品種の栽培イメージ】
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○育成者権の効⼒は、新品種の育成その他の試験⼜
は研究のためにする品種の利⽤等には及ばない。

○このため、登録品種を親品種として新たな品種の
開発に使う場合、育成のための利⽤には、許諾は
必要なく、また、開発された新品種（固定種）に
は親品種の育成者権者の権利は及ばない。

品種B

交雑品種の育成者権の考え⽅

固定品種C固定品種C

登録品種Aの育
成者権者の権利
はCに及ばない

登録品種Cの
育成者権

登録品種である親品種との交雑が常に必要な
交雑品種の場合

登録品種A
の育成者権

○交雑品種を得るためには、常に特定の両親品種を
利⽤する必要がある。この際、親品種の育成者権
者への許諾は必要ない。

○登録品種（固定種）を親とする交雑品種が品種登
録された場合には、その交雑を⾏い新品種を育成
した者に育成者権が与えられるが、親品種の育成
者権者も当該交雑品種の育成者権と同⼀の種類の
権利を有することとなる。

登録品種A

掛け合わせによる新品種開発

品種E

交雑品種F交雑品種F

登録品種Fの
育成者権と
同⼀の権利

登録品種Fの
育成者権

登録品種D
の育成者権

登録品種D

⼀般的な考え⽅ 交雑品種の種⼦⽣産

種
⼦
⽣
産

Dの育成者権者Cの育成者権者Aの育成者権者

交
配

選
抜 Fの育成者権者

(登録品種) (登録品種) 8



○品種登録に当たっては、各植物ごとに農林⽔産⼤⾂が定めた「重要な形質」に係る特性を、農研機構種苗
管理センターの栽培試験等により国側で確認し、この特性によって既存品種と区別されるか等を審査。
登録品種の特性は、農林⽔産⼤⾂が品種登録簿に記録（いわゆる「特性表」）。

○知財⾼裁判決(H27.６.24）において、①「特性表」は、育成者権の内容を表すものではない、②育成者権侵
害を証明するためには、登録時の種⼦等の「現物」との⽐較で⾏う必要がある、との判決。

訴訟実務上「現物」では⽴証困難な状況がある、との指摘について

【知財⾼裁判決（H27.６.24）】
ある「なめこ」の育成者権者が、類似品種の「なめこ」について、 育成者権侵害を理由に種苗⽣産の差し⽌

めを請求。
（判決の要旨）
・「特性表」は、「登録品種の主要な特徴を相当程度表す」ものの、育成者権の範囲を直接的に定めるものと
いうことはできない。

・最終的には、侵害疑義品種と登録時の種苗の植物体（現物）を⽐較して明確な区別性があるかどうかを検
討する必要（現物主義）。

・本件については、登録時の種苗の保存が不⼗分で、⼦実体（きのこ）の発⽣を確認できないため、現物の
⽐較が⾏えないとして、原告敗訴。

【課題】
・植物体⾃体を⽐較しなければ権利侵害が⽴証できないとなると、登録時の現物が損失・劣化等すれば、侵
害が⽴証できなくなる。

・⼀⽅で、育成者権の存続期間は25年（永年性植物は30年）と⻑期にわたるため、育成者権者にこの期間、
⽣物である登録時の種苗の現物を劣化させることなく保管し続けることを求めることは現実的ではない。

・また、育成者権者には、登録時の種苗の現物の保持ではなく、登録品種の特性が保持された種苗を保存する
ことが求められているが、例え、特性が保持されていたとしても、その種苗が登録時の種苗の現物と同じで
あることの⽴証が困難。 9


